
①受験上の配慮申し出 

＊「受験上の配慮・支援申請書」提出 

（申請フォームあり） 

＊入試の運営、公平性の確保に 

影響あり➡ 診断書等提出 

    影響なし➡ 診断書等不要 

 

②入試課が主体となっ

て受験上の配慮相談

を実施する。 

③検討 

 ＊受験上の合理的配慮の検討 

  

受験上の配慮相談フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験生 

入試課 

【配慮の可否決定】 

〇入試センター所長 

〇入試センター事務部長 

〇入試課長 

〇各学部入試対策委員会 

*受験上の配慮相談の結果を受けて、協議する。 

【受験上の配慮相談】 

〇受験生（保護者） 

〇受験学科等の主任・科長 

（必要に応じてその他の教員） 

〇入試課長・入試課員 

 

⑤回答 

＊可否の結果を「受験上の配

慮・支援事項決定通知書」と

してメールで通知 

④報告 

【修学上の配慮・支援に 

関する個別相談】 

〇受験生（保護者） 

〇受験学科等の主任・科長 

（必要に応じてその他の教員） 

〇包括支援課長・包括支援課員 

〇コーディネーター 

＊修学上の配慮・支援の

希望があれば別途相談 


